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Ⅰ　酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針

　

１．大阪府の酪農及び肉用牛生産をめぐる近年の情勢

　大阪府の畜産業は大消費地を背景とし、都市近郊の有利性を生かした典型的な都市畜産として発展してきた。本府の農業産出額320億円の
うち畜産は18億円（5.6％）を占め、そのうち酪農及び肉用牛生産で15億円（4.7％）を占めている。（令和5年生産農業所得統計、以下同じ)
しかしながら、国内の酪農及び肉用牛生産が農業産出額に占める割合の17.6％と比較すると大きく下回っており、本府経済におけるウエイト
は決して大きくはないが、全農家約6700戸中、酪農・肉用牛農家の占める割合が約0.5％であることを考慮すると、本府における畜産の農業
生産は比較的高い水準であると言える。
  近年、本府の畜産業は、令和5年度（畜産統計、令和6年2月1日時点）、府内における酪農家戸数は23戸、飼養頭数は1,070頭であり、10年
前と比較するとそれぞれ35%、21%の減少と一時期より大幅な低下は見られないが、戸数、頭数ともに緩やかな下降線をたどっている。肉用牛
飼養農家については、頭数は3割程度増加しているものの、農家数は25％の減少となっている。これは、飼料価格をはじめとする畜産資材の
物価高騰や都市化の進展により、営農環境が整わなくなったことに加え、担い手の高齢化及び後継者不足等から離農する農家が増加している
ことに起因する。さらには機械・施設への投資負担増や環境問題等の課題も加わり、本府の畜産農家は益々厳しい状況に直面している。ま
た、国際的な問題に目を向けると、ウクライナ等の国際紛争や輸出入の条件や関税など貿易をめぐる状況等、日々、変化しており、畜産にお
いても、迅速な対応が求められるところである。
  このように、日本の畜産を取り巻く状況が厳しさを増す中で、酪農及び肉用牛生産の安定的発展を図るため、令和7年4月、農林水産省が
「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」を策定し、本府はこれに則して、『大阪府酪農・肉用牛生産近代化計画』を策定し、
本府の畜産業の振興に取組むところである。
　なお、本計画は、2015年9月に国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）」の観点
も踏まえ、推進していく。



 （２）乳用牛・肉用牛飼養頭数の減少への対応
　　　　飼養戸数の減少に伴う頭数減少対策が必要であるが、 乳用牛・肉用牛ともに、畜産クラスター事業を活用することとした。
      乳用牛については特に、酪農団地を中心とした地域において、生産基盤強化を推進し、飼養規模拡大や新規参入により飼養頭数の
　　　維持を図る。
　　　　また、性判別精液を利用して優良な乳用後継牛の生産に取り組み、子牛を府内施設で育成し、他の酪農家への供給も視野に入れ
　　　府内乳用牛の増頭と併せて生産性の向上を図る。
　　　　肉用牛については、酪農経営体において和牛受精卵移植に取り組み、府内肥育農家への供給体制の構築を目指し、府内肉用牛の
　　　増頭を図る。

 （３）畜産環境対策
　　　  令和7年4月に策定された国の「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」に基づき、令和12年度を目標とする「大
　　　阪府家畜排せつ物の利用促進計画」を見直し策定する。また、「大阪府畜産環境保全指導方針」に基づき、府内関係機関、市町
　　　村、研究機関、関係団体等が連携し、畜産施設に起因する臭気や水質等の環境問題解決に向けて対応する。
        家畜排せつ物が発生する畜産農家と堆肥を利用したい耕種農家間とのマッチングを実施し、堆肥の利用を進め資源循環型畜
      産を推進していく。

 （４）国産飼料生産基盤の強化
　 　   本府は土地面積も狭く、国産粗飼料増産を推進していくことは困難であり、輸入飼料に依存している状況である。国産飼料生産
　　　が困難である中、府内北部地域においてスマート農業を活用した飼料作物生産の取組みが始まっており、引き続き、国産飼料生産
　　　のコスト削減や別の地域への流通促進を図る。また、国産稲わらの給与を推進するとともに、都市部で食品産業が集積している特
　　　徴を活かし、食品事業者等から排出される食品残さを有効活用したエコフィードの活用を引き続き推進し、飼料自給率の向上を図
　　　る。

２．生産基盤強化のための取組

（１）担い手の育成と労働負担の軽減に向けた対応
　　　　府内の乳用牛・肉用牛ともに飼養戸数が年々減少していることから、廃業の食い止めと新規就農を促進することが重要であると
　　　考える。府内の酪農経営体においては、高齢化や労働者不足により、労働負担が増加し廃業する農家も見られる。労働負担を軽減
　　　する一助として、畜産団体等との連携・協力の下、ICTの活用を進め、施設・設備の整備を検討し、また、酪農ヘルパーなどの外部
　　　支援組織の育成を図り、生産性向上に努める。
      　新規就農の促進については、農地取得や畜舎・堆肥舎等の施設の整備、家畜の導入等の投資負担を軽減するための各種支援に努
　　　め、離農により使用されなくなった空き牛舎等の既存施設を利用することにより、畜産団体等との連携・協力の下、受入体制を整
　　　備し、担い手・就農者の確保を図る。
　　　　また、新たな担い手・就農者には、知識や技術の習得等も必要となることから、農業高校や生産者等と連携し、新規就農者等を
　　　育成するインターンシップ制度を構築するなど、生産者も含めた各関係機関と協力し、体制作りを行う必要がある。



３．持続可能な酪農及び肉用牛生産に向けた取組み

（３）安全な畜産物を通じた消費者の信頼確保
　　　　令和6年10月に府内農場の持続可能性に配慮した生産体制を推進し、畜産物の付加価値向上や府民が安心して食すことができる
　　　畜産物を確保することを目的に、「OSAKAサステナブル畜産認証制度」を創設した。2025日本国際博覧会（大阪・関西万博）に
　　　おける持続可能性に配慮した調達基準を満たす認証として承認された。今後も国際イベント等での調達基準を満たすものとして期
　　　待されるため、本制度の普及・定着を図り、農家の認証取得を一層推進する。また、認証制度審査項目でもあるアニマルウェル
　　　フェアについて、畜種ごとに定められた飼養管理指針の周知・普及等により農家の理解醸成及びアニマルウェルフェアに配慮した
　　　飼養管理の意識向上を図る。
　　　　畜産物の安全性確保として、飼料・動物用医薬品の適正使用について、生産者や診療獣医師に周知・指導を行い、安全・安心
　　　な畜産物を消費者に提供する。また、畜産物に対する風評被害対策のため、常日頃から府民等に対して家畜伝染病等の正確な情報
　　　をHP等を通じて提供することに努める。
　　　　また、府内畜産の特徴であるエコフィードの活用による畜産物の個別ブランド化がされており、エコフィードを引き続き活用し
　　　資源循環とともに消費者への府内畜産物の普及を図る。さらに、本府では府域で栽培・生産される農林水産物と、それらを原材料
　　　として使用された加工品を「大阪産（もん）」として地産地消を推進しているところである。PRツール等を用いた消費者への情報
　　　発信により、生産現場や畜産物の理解醸成及び府内畜産物の更なる消費拡大を図る。

（２）家畜衛生対策の充実・強化
　　　　口蹄疫等の家畜伝染病が近隣諸国で発生している中、生産性を高め、安全・安心な畜産物を府民へ供給するため、生産現場に
　　　おける衛生管理の重要性が増している。
　　　　本府では、家畜伝染病予防法に基づき,飼養衛生管理の徹底により疾病の発生及びまん延防止を図ることを目的として、令和6
　　　年4月に第2期飼養衛生管理指導等計画を策定した。本計画に沿って各種疾病のサーベイランス、「家畜保健衛生所情報」による情
　　　報提供並びに注意喚起、現地指導及び講習会等を実施し、生産者の衛生管理意識や技術の向上を図る。
　　　　また、生産者、市町村、関係団体等と連携して防疫体制を構築しており、防疫演習等を通じて口蹄疫等の万一の発生に備えた
　　　危機管理体制を強化していく。

 （１）災害に強い畜産経営の確立
　　　　近年、地震や台風等の災害が頻発しており、これらの災害への備えは酪農・肉用牛生産の持続的な発展にとっても重要である。
　　　非常用電源の整備や飼料の備蓄、家畜共済や保険への加入等といった災害への備えは畜産経営者の責務であり、設備整備を進める
　　　とともに関係団体等との連絡体制の構築を図る。
　　　　また、災害発生時においては、速やかに被災状況等の情報収集を行い、被災農家の早期の経営再開を支援する。

　地域における畜産の生産基盤強化及び収益性向上のため、畜産農家と行政、関係団体、メーカー、研究機関等の関係者が結集・連携し、畜
産クラスターの取組みを推進する。
　畜産クラスターでの取組みにおいては、構成員全体の収益性の向上を目指すほか、関連産業の発展を通じた地域の雇用、就農機会の創出な
どによる地域全体の活性化を目指す。

４．畜産クラスターの取組み等による畜産と地域の活性化



Ⅱ　生乳の生産数量の目標並びに乳牛及び肉用牛の飼養頭数の目標

　１　生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標

（注）１．生乳生産量は、自家消費量を含め、総搾乳量とする。

　　　２．成牛とは、24ヶ月齢以上のものをいう。以下、諸表において同じ。

　２　肉用牛の飼養頭数の目標

（注）１．繁殖雌牛とは、繁殖の用に供する全ての雌牛であり、子牛、育成牛を含む。

　　　２．肉専用種のその他は、肉専用種総頭数から繁殖雌牛及び肥育牛頭数を減じた頭数で子牛を含む。以下、諸表において同じ。

　　　３．乳用種等とは、乳用種及び交雑種で、子牛、育成牛を含む。以下、諸表において同じ。

成牛頭数
経産牛
頭数

経産牛1
頭当たり
年間搾乳
量

生乳
生産量

区域名
区域
の範囲

現在（令和５年度） 目標（令和１２年度）

総頭数
経産牛
頭数

経産牛1
頭当たり
年間搾乳
量

生乳
生産量

総頭数 成牛頭数

頭 頭 頭 kg ｔ

大阪府 府内全域 1,070 990 950 8,7098,954 8,506 1,080 1,000 960 9,072

頭 頭 頭 kg ｔ

区域名
区域の
範囲

現在（令和５年度） 目標（令和１２年度）

肉用牛
総頭数

肉専用種 乳用種等

計
繁殖雌
牛

肥育牛 その他 計 乳用種 交雑種

肉用牛
総頭数

肉専用種 乳用種等

繁殖雌
牛

肥育牛

大阪府 780 80 590 0 670 0

頭 頭

110府内全域

頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭

690 10 110 120

交雑種 計

110 810 80 610 0

その他 計 乳用種

頭 頭 頭頭 頭 頭 頭



Ⅲ　近代的な酪農経営方式及び肉用牛経営方式の指標

　１　酪農経営方式

　　　単一経営

（ ha) kg

（注）１.「人」について、「労働」は、「総労働時間/経営牛頭数」により経産牛１頭あたり飼養労働時間（飼料生産にかかる労働時間も含む）を算出

　　　

備考経営
形態

飼養形態 牛 飼料 人

経産牛
頭数

飼料自
給率
（国産
飼料）

粗飼料
給与率

飼養
方式

外部化
※飼養
管理に
おける
もの

給与
方式

放牧
利用
(放牧
地面
積)

経産牛
1頭当た

り
乳量

更新
産次

作付
延べ
面積
※放牧
利用を
含む

外部化
※飼養
管理に
おける
もの

購入国
産飼料
（種
類）

経営モデル

経営概要 生産性指標

主たる従
事者１人
当たり所
得

現状の規模を
維持しつつ、
つなぎ飼いで
エコフィード
の活用等で国
産飼料を確保
し安定した所
得を確保する
家族経営

 家族

頭 kg 産次 ha

生産コスト 労働 経営

生乳1kg当た
り費用合計
（現状との
比較）

経産牛
１頭当
たり飼
養労働
時間

総労働時
間（主た
る従事
者）

粗収入

経営費
※家族
労働費
除く

農業所
得

作付体
系及び
単収

hr hr 万円 万円 万円 万円％ ％ 円(%)

大
阪
府

省力化搾乳機
械を導入しつ
つつなぎ飼い
で安定した規
模確保する家
族経営

家族
70

つな
ぎ・パ
イプラ
イン・
搾乳ユ
ニット
自動搬
送装置

酪農ヘ
ル
パー・
育成預
託

分離給
与

35 122.6 65.2 1,740 4,7254 - - -

乾草
エコ

フィー
ド

0.440

つな
ぎ・パ
イプラ
イン

酪農ヘ
ル
パー・
育成預
託

分離給
与 - 3,736 989 8839,072

1,691 8,370 6,953 1,417 886

10,221乾草 0.0 34 121.4 39.7

大
阪
府

乾草 0.0 34 122.9 44.3

1,995 998
大
阪
府

省力化搾乳機
械を導入しつ
つつなぎ飼い
で可能な範囲
での規模拡大
を図る家族経
営

家族
100

つな
ぎ・パ
イプラ
イン・
搾乳ユ
ニット
自動搬
送装置

酪農ヘ
ル
パー・
育成預
託

分離給
与 1,582 12,216- 9,072 4 - - -

- 9,072 4 - - -



　２　肉用牛経営方式

　　（１）肉専用種繁殖経営

府内には指標となる取組がない。



　　（２）肉牛用（肥育）経営

kg

（注）１．「人」について、「労働」は、「総労働時間/経営牛頭数」により経産牛１頭あたり飼養労働時間（飼料生産にかかる労働時間も含む）を算出

　　　２．「肥育牛1頭当たりの費用合計」には、もと畜費は含まない

外部化
※飼養
管理に
おける
もの

給与方
式

－
分離給
与

大
阪
府

出荷時
体重

方式名
（特徴とな
る取組の概
要）

経営概要 生産性指標

備考経営
形態

飼養形態 牛 飼料 人

飼養
頭数

飼養
方式

放牧利
用（放
牧地面
積）

肥育開始
時月齢

出荷
月齢

主たる
従事者
１人当
たり所
得

エコフィード
の活用による
飼料費低減や
牛肉のブラン
ド化により収
益性の向上を
図る肉用牛の
肥育の法人経
営

法人

頭 （ha） ヶ月 ヶ月 ヶ月

粗飼料
給与率

生産コスト 労働 経営

肥育牛1頭当
たり費用合
計（現状と
の比較）

万円

肥育
期間

kg ha

農業所
得

肥育牛
１頭当
たり飼
養労働
時間

総労働時
間（主た
る従事者
の労働時
間）

粗収入 経営費

1　日
当たり
増体量

作付体
系及び
単収

作付
延べ
面積
※放牧
利用を
含む

外部化
※飼養
管理に
おける
もの

購入国
産飼料
（種
類）

飼料自
給率
（国産
飼料）

万円 万円 万円hr

6,295 1,074 5371,460 7,369100 牛房群
飼

－ 9 29 20 740

％ 円(%) hr

0.80 － － －

稲わら
エコ
フィー
ド

13.9 504,398 29

％

1.5

kg



Ⅳ　乳牛及び肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項

　１　乳牛

　　（１）区域別乳牛飼養構造

( )

（注）「飼養農家戸数」欄の（　）には、子畜のみを飼育している農家の戸数の内数

　　（２）乳牛の飼養規模の拡大のための措置

％

②／①

戸 戸

①総農家戸数

大阪府

現在（令和5年度）

目標（令和12年度）

②飼養農家戸
数

1戸当たり
平均飼養
頭数
③／②

47

頭頭 頭

乳牛頭数

③総数
④うち成牛
頭数

1,070

区域名

23

20

・本府における畜産を取り巻く近年の厳しい状況の中、ICTの活用を進め、施設設備の整備を推進し、飼養農家戸数の維持
　及び農家1戸当たりの平均飼養頭数を増加することにより、生産性の向上を図る。

・生乳生産量の増加に向けて、計画的に優良な乳用後継牛を確保するため、性判別技術を活用する。さらに、府内育成場
  を利用した子牛の育成を実施することにより、優良な乳用後継牛を育成する。また、受精卵移植技術を利用した和子牛
  生産を進め、農家収入の向上も図る。
　
・酪農団地の活性化として、畜産クラスター事業を活用し、省力化機械の導入に取り組み、作業の効率化等を進め、増頭
　を図るとともに、離農による空き牛舎を利用した新規就農者の受け入れを推進する。

54

99023,983 0.1

1,0001,080



　２　肉用牛
　　（１）区域別肉用牛飼養構造

( ) ( )

（注）（　）内には、一貫経営に係る分（肉専用種繁殖経営、乳用種・交雑種育成経営との複合経営）の内数。

　　（２）肉用牛の飼養規模の拡大のための措置

   第１の３の（４）の記載上の注意を参照の上、基本方針の第１のⅡの１の（２）の「乳用牛・肉用牛飼養頭数の減少への対応」の各項目の「対応・取組」を参考に、当該都道府県の実情等に応じて、飼養規模の拡大、生産性の向上に向けて、重点的な取組分野とその内容等について、対象（肉専用種繁殖経営、肉専用種肥育経営、乳用種・交雑種肥育経営及び一貫経営）を明らかにした上で、具体的に記述すること。                        また、キャトル・ブリーディング・ステーション等繁殖・育成拠点の整備状況（施設数、利用農家数、受託頭数等）と見通しについて、可能な限り定量的に記述すること。　

大阪府

区域名

現在
（令和5年度）

目標
（令和12年度）

120 10 110
80 610

80 610

目標
（令和12年度）

810 690

780 670 0
現在

（令和5年度）
32,460 0.03

0

80 5909

9

0 110110

乳用種等

肉用牛飼養頭数

肉専用種

乳用種 交雑種

頭 頭

計

頭

その他繁殖雌牛

頭

肥育牛

頭頭戸 ％ 頭 頭

・酪農経営において、受精卵移植技術を利用した和子牛生産の拡大を図り、肉専用種肥育牛の頭数減少を緩和する。
・畜産クラスター事業を活用し、ICT等の省力化を目指した機械の導入や施設・整備を進め、生産性向上を図る。

肉専用
種繁殖
経営

肉専用
種肥育
経営

乳用
種・交
雑種肥
育経営

①
総農家数

②
飼養農家
戸数

②／①

総数

計

現在
（令和5年度）

戸

目標
（令和12年度）



Ⅴ　飼料の自給度の向上に関する事項

　１　飼料の自給率の向上

乳用牛

肉用牛

・

・

現在（令和5年度） 目標（令和12年度）

0.00% 1.81%

粗飼料については、一部北部地域で飼料作物の生産の取組みがされており、生産基盤の確保のため飼料作物
の生産状況や流通状況の把握に努めていく。また、関係機関との情報共有を進め、必要に応じて耕種農家と
畜産農家とのマッチングを行っていく。

　２　具体的措置

1.45% 1.88%

飼料作物の作付延べ面積  12.7ha 15.7ha

飼料自給率

本府は、都市部であり食品産業が多く存在していることから、食品事業者等から排出される食品製造残渣等
を有効活用したエコフィードの利用を引き続き推進し、飼料自給率の向上に努める。



Ⅵ　集乳及び乳業の合理化並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する事項

　１　集送乳の合理化

　　

　２　乳業の合理化

　　（１）乳業施設の合理化

（注）１．「1日当たり生乳処理量」欄は、年間生乳処理量を365日で除した数値。

　　　２．「1日当たり生乳処理能力」欄は、飲用牛乳を主に製造する工場にあっては6時間、乳製品を主に製造する工場にあっては

　　　　　北海道は12時間、北海道以外は6時間それぞれ稼働した場合に処理できる生乳処理量（kg）の合計。

　（２）具体的措置

　　　

1工場平均
33,128

(33,128)
167,184

(167,184)
19.8

(19.8)

167,184
(167,184)

19.8
(19.8)

1工場平均
36,032

(57,292)
46,902

(73,180)
76.8

(78.3)

375,214
(365,898)

76.8
(78.3)

32,084
(32,084)

167,184
(167,184)

19.2
(19.2)

目標
(令和12年
度)

飲用牛乳を
主に製造
する工場

合計
288,256

(286,458)

乳製品を主に
製造する工場

合計
33,128

(33,128)

８工場
（５工場）

１工場
（１工場）

現在
(令和５年
度)

飲用牛乳を
主に製造
する工場

８工場
（５工場）

　近畿地域の生乳は近畿生乳販売農業協同組合連合会の一元的な集荷体制により販売されており、本府の生乳は、全て、近畿生乳販売農
業協同組合連合会の構成員である大阪畜産農業協同組合を通じて販売されている。
　本府は道路交通網が整備されていることから、生乳の集送乳は比較的容易であるとされているが、今後も近畿生乳販売農業協同組合連
合会を主体とする生乳流通合理化の取組に協力していく。

　乳業再編等整備事業の活用等により、これまでから乳業工場の規模・立地の適正化が図られてきた結果、本府の乳業工場数は平成８年
度に２３工場であったものが現在は９工場に集約されており、合理化の目標は達成している。
　今後は、乳業者をはじめとする酪乳業関係者の取組を基本とし、牛乳・乳製品における品質の向上や安全・安心を求める消費者の要請
に応えるとともに、国施策の活用により、その実現に協力する。

備考

工場数
(うち1日当たり生乳処理

量
２ｔ以上の工場数)

1日当たり
生乳処理量

①

1日当たり
生乳処理
能力
②

稼働率

①/②×100

区域名

kg

80.6
(82.1)

合計
302,433

(300,546)
375,214

(365,898)

19.2
(19.2)

kg ％

乳製品を主に
製造する工場

１工場
（１工場）

合計
32,084

(32,084)
167,184

(167,184)

1工場平均
37,804

(60,109)
46,902

(73,180)

80.6
(82.1)

1工場平均



　３　肉用牛及び牛肉の流通の合理化

　　（１）肉用牛の流通合理化

　　　　ア　家畜市場の現状　：　府内には現在、開設されている家畜市場はなく、今後も開設の予定はない。

　　（２）牛肉の流通の合理化

　　　　ア　食肉処理加工施設の現状

　　　２．頭数は、豚換算（牛1頭＝豚4頭）で記載。「うち牛」についても同じ。

　　　　イ　食肉処理加工施設の再編整備目標

部分肉処理
実績　　計

計 ヶ所 360 2,430 1,400 655 525 27.02

大阪市中央卸売市場

南港市場 大阪市 昭和59年3月29日 240 1,800 800

稼働率
④/③
％うち牛 うち牛 うち牛 うち牛

名称
設置者
(開設)

設置
(開設)
年月日

年間
稼働
日数

と畜能力
1日当たり

と畜実績
1日当たり

稼働率
②/①
％

部分肉処理
能力1日当たり

平成6年2月21日 120 630 600 197 197 31.3

458 328 25.4

（注）１．食肉処理施設とは、食肉の処理加工を行う施設であって、と畜場法（昭和28年法律第114号）第4条第1項の都道府県知事の
　　　　　許可を受けたものをいう。

　大阪市中央卸売市場南港市場においては、平成27年度に南港市場将来戦略プランを策定し、海外輸出認証所得を含めた質の高い食肉の供給
拠点として、令和9年度事業完了を目指して施設整備事業を推進している。

300 200 ― ― ―

① ② ③ ④

300 200 ― ― ―

― ― ― ― ―
羽曳野市立
南食ミート
センター

羽曳野市



　　　　ウ　肉用牛（肥育牛）の出荷先

　　　　エ　具体的措置

府外食肉処理
加工施設
②

家畜市場 その他
食肉処理
加工施設
②

家畜市場

区分
現在（令和５年度） 目標（令和１２年度）

出荷頭数
①

出荷先

②/①
出荷頭数
①

出荷先

②/①区
域
名 その他

府内

府外

府内

頭 頭 頭 頭 頭 ％ 頭 頭 頭 頭 頭 ％

大
阪
府

肉専用種 151 88 0

乳用種 25 3 0 0 22 12.0

0 63 58.3

10 2 0 0 8 20

0 31 80157 126 0

8061 49 0 0 8交雑種 61 52 0 0 9 85.2

　大阪市中央卸売市場南港市場においては、南港市場将来戦略プランに基づき、海外輸出認証を取得できる施設・設備や大阪
を中心とする関西マーケットに対応した食肉の供給拠点を目指し整備中。



Ⅶ　その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項

（１）畜産クラスター事業による地域連携の取組

（２）研究機関との連携

　地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所の協力を得て、以下の取組みを行う。
１）乳用子牛を用いた家畜改良事業を実施し、地域に適応した家畜の改良増殖を推進していく。
２）育成期の適切な飼養管理による人への馴化等により、搾乳時のストレスに強い牛を育成し、安定した泌乳量の持続
　　を図る。
３）畜産環境保全のための技術指導により、酪農・肉用牛経営の増産・増頭対策を推進していく。

　酪農団地を中心とした地域において、離農農家の空き牛舎を有効活用した新規就農、府内酪農家の集約とともに、既存農家
においても飼養規模の拡大により飼養頭数の増大を図る。それに伴う家畜排せつ物増加に対し堆肥処理施設を整備し、良質な
堆肥の生産及び耕種農家への流通を促進する。さらに、生産された生乳及び乳製品の地産地消を目指し、畜産業を中心とした
地域の活性化を図る。


